
浦 佐 地 域 づくり協 議 会 規 約 
 
 
 
（協議会の設置） 
第１条  浦佐地域のまちづくり活動の推進及びコミュニティ活動の活性化を図るため、浦佐地域づ

くり協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 
 
（事務所の位置）         
第２条  浦佐地域づくり協議会の事務所は「雪国おくにじまん会館」（以下「会館」という。）内に

置く。 
 
（事業） 
第３条   協議会は、次の事業を行う。 
  （１）自治意識の向上と行政区間の人及び物の交流と活性化を図る。 
  （２）市民と行政の協働による軽微な道路修繕等の実施。 
  （３）南魚沼市地区センター設置条例第３条各号に定める事務。 
  （４）南魚沼市の定める「生涯学習・社会教育推進計画」に基づく地域の公民館活動。 
 
（構成） 
第４条  協議会は、別表第１に掲げる委員をもって組織する。 

２ 協議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 
 
（委員の任期） 
第５条  委員の任期は 1 年間とする。ただし団体及び行政区の代表者たる委員の任期はその

所属する機関の職にある期間とする。 
２ 前号ただし書きによる後任委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 
（役員） 
第６条  協議会に次の役員を置く。 
  （１）会 長    １名 
  （２）副会長    ２名 
  （３）事務長    １名 
  （４）会 計    １名 

資料７ 



  （５）幹 事    １０名程度とする 
  （６）監 事    ２名 
 
（役員の選任） 
第７条  会長、副会長、事務長、及び会計は委員の互選をもってこれに充て、幹事及び監事は

会長が選任し、総会で承認を得るものとする。 
   2 会長は必要に応じ顧問、特別委員などを置くことができる。 
 
（役員の任期） 
第８条  役員の任期は１年間とする。ただし、再任を妨げない。 
    尚、任期途中で役員を辞することとなった場合、新たに選任された者の任期は前任者の残

任期間とする。 
 
（役員の職務） 
第９条  会長は協議会を代表し、会を総括する。 
   ２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 
   ３ 事務長は協議会の事務を司る。 
   ４ 会計は協議会の経理事務にあたる。 
   ５ 幹事は協議会の各事業を担当し、地域の活性化に努める。 
   ６ 監事は、協議会の会計を監査する。 

 
（会議） 
第１０条  協議会の会議は、総会及び幹事会とする。 
 
（総会及び幹事会） 
第１１条  総会は定例の通常総会及び臨時会とし、幹事会は事業の執行に必要とする都度

開催する。 
 
（総会の議決事項） 
第１２条  次に掲げる事項は、総会の議決または承認を経なければならない。 

（１） 事業計画の審議 
（２） 予算及び決算の審議 
（３） 規約の変更 
（４） 役員の改選 



（５） その他協議会の運営に必要な重要事項 
 
（幹事会） 
第１３条  幹事会は協議会事業の執行にあたり、事業目的の達成に必要な検討・討議及び

実施にあたる。 
２ 幹事会は、事業の円滑な執行と協議会の運営に資するため必要に応じて開催する。 

 
（会議の招集） 
第１４条  会議は協議会長が招集し、議長となる。ただし、会長に事故あるときは副会長２人

で協議し、連名で招集する。副会長２名の内１人が議長となる。 
 
（会議の定足数） 
第１５条  総会及び幹事会は構成員の２分の１以上の出席により成立する。 
 
（会議の議決） 
第１６条  会議の議決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するとこ

ろによる。 
 
（会計年度） 
第１７条  協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとす

る。 
 
（経費） 
第１８条  協議会に必要な経費は、南魚沼市地域コミュニティ活性化事業補助金並びに地域

活動拠点支援交付金及びその他の収入を持ってこれにあたる。 
 
（補則） 
第１９条  この規定に定めるもののほか、協議会に関する必要な事項は会長が協議会に諮りこ

れを定める。 
 
附則 
（施行期日） 
第１条  この規約は、平成２０年４月１日から施行する。 
 



附則 
（施行期日） 
第１条  この規約は、平成２１年３月１７日より施行し、平成２１年４月１日から適用する。 
 
附則 
（施行期日） 
第 1条  この規約は、平成２２年４月１日から適用 
 
附則 
（施行期日） 
第 1条  この規約は、平成２７年４月１日から適用する。 
 
附則 
（施行期日） 
第 1条  この規約は、平成３１年４月１日から適用する。 
 
附則 
（施行期日） 
第 1条  この規約は、2021年４月１日から適用する。 
 



別表第１   
 
○浦佐地域づくり協議会構成員の選出区分 
 

選 出 区 分 人 数 備       考 

浦佐地区センター １名 浦佐地区センター事務長の職にあるもの 

浦佐公民館長 １名 浦佐公民館長の職にあるもの 

大和商工会役員 
及び同浦佐支部長 

１名 
大和商工会浦佐支部長の職にあるもの 
同支部出身者で大和商工会役員の職にあるもの 

魚沼漁協浦佐分会 １名 魚沼漁業協同組合浦佐支部役員の職にあるもの 

まちづくり団体・サークル等 若干名 毘沙門通り活き活き再生懇談会 等 

行 政 区 長 

（行政区代表者） 
１５名 

浦佐地区行政区長 
区長の委嘱を受け、当該行政区を代表するもの 
但し、行政区長が協議会長の任にある時、当該区は
区長に代わる代理者を選出することができる 

識 見 者 若干名 学識経験・実践活動者等 

顧    問 若干名 
浦佐地区選出の南魚沼市市議会議員 
長く浦佐地域づくり協議会長の職にあったもの 

  



 

浦佐地域づくり協議会 新 組織図 
（2021年 4月 1日適用） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南魚沼市役所 
     総務部 U&I ときめき課  大和市民センター 

会 長  1名 

副会長 2名 
(出身地域のバランスを考慮し選出) 

事務長 1名 （常勤者） 
会 計 1名 

   
幹 事  10名程度 
 浦佐公民館長 商工会 
魚沼漁協浦佐分会 まちづくり団体 
識見者・有識者 

行政区代表者 15名（うち、浦佐大区長は幹事へ） 
境川区 岩山区 町屋区 新町区 西浦区 本町区 
浦佐門前区 浦佐上町区 田町区 富町区 川原町区  
天王町区 浅地町区 鰕島区 浦佐八色区  

顧 問  （浦佐地域選出市議会議員） 監事（監査） 

市 民 ・ 生 活 者 

○ 会長  
  
○ 副会長  
 （五箇及び浦佐川東地域 

から代表選出） 

○ 事務局 
 事務長（地区センター長） 
 会計 

○ 幹事 
 選出区分により幹事を 
選出し、10名程度とする 

  
○ 委員(各行政区代表) 
 参画は原則行政区長であ 
るが、区長に代わる代表も 
可とする 

 （15行政区から各 1名） 
 
○ 顧問・監事 
 浦佐地域選出の市議会議 
員を顧問とし、監事となる 
その他必要と協議会長が 
認める人 
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4役会議 

協議会執行部 

 

参考資料-組織図 


